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Ⅰ　は じ め に

本稿のテーマ，「内部労働市場における職業」
に対しては，直ちに否定的な反応が帰ってくるか
もしれない。なぜなら日本の内部労働市場は，職
務の幅を広くし職務の編成を柔軟とするため，あ
る確定した仕事という意味での職業の概念を不明
にするというのが大方の見方となるからであり，
ゆえに日本は「就職」ではなく「就社」である，
といった表現も広く流布してきた。ここからさら

に，自分の職業を選択する個人主義の欧米に対し
て，会社の中に埋没する集団主義の日本，といっ
た対比も繰り返された。

いや過去の話ではなく，最新の議論も登場し
た。「職務限定・無限定」であり，欧米では仕事
内容を契約で確定した「職務限定」の雇用制度で
あるのに対して，日本は「職務無限定」であると
述べられる 1）。そのため，仕事内容はもとより，
勤務地も労働時間も，企業の都合に応じて決めら
れることになる。すると，自分の固有の仕事とし
ての職業の概念が不明となるのは当然であり，反
対に言えば，職業の概念を明確にするためには，
欧米に倣って「職務限定」の雇用制度へと転換す
る必要がある。これによって職業の概念が確立さ
れ，転職市場は活発化し，同一労働同一賃金も成
立する。このような議論を前にすると，「内部労
働市場における職業」というテーマ自体が色あせ
ることは間違いない。
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内部労働市場としての日本の雇用制度は，職務の範囲を広くし職務の編成を柔軟とするた
め，ある確定した仕事という意味での職業の概念を不明にするといった印象を強くする。
ここに，職務を確定し職業を確立するという欧米モデルが持ち出されると，日本の雇用制
度の変革という議論ができあがる。そうではなく，職務を柔軟とする日本の内部労働市場
は高業績生産システムとして機能し，固定したジョブではなく，ジョブの連鎖すなわち
キャリアとして職業の概念を生み出す。これに対して雇用の安定が否定され，内部労働市
場が解体されると，今日のアメリカに見られるように，転職を通じたキャリアが支配的と
なる。これを市場型雇用として喧伝する前に，認識すべきは，日本において柔軟な内部労
働市場は依然維持されているということであり，しかしその内部ではキャリアに対する信
頼は低下しているかもしれない。その理由が労使の認識ギャップにあるならば，労使の共
同の討議の場が必要とされている。
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とはいえ，日本の雇用制度に職業の概念はない
とする見解が一面的だとすると，では我々におい
て職業はどのように意識されるのか 2）。我々の日
常意識では，ある確定した仕事というよりも，仕
事の連鎖すなわちキャリアとして職業が意識され
ている。その連鎖が途切れ，確かな方向を見失う
とき，キャリアの意識はなくなり，職業の意識も
不明となる。この意味でのキャリアとしての職業
を形成するのが日本の内部労働市場だとすると，
問題は，果たして日本の内部労働市場が維持され
るのか，いやその前に，このような企業内部の
キャリアに対する従業員の信頼が維持されるのか
にある。このような観点から，日本の内部労働市
場における職業について考えたい。

以下の構成は，まずⅡで雇用理論を提示し，職
務限定や無限定を主張することの誤謬を述べる。
Ⅲでは内部労働市場の 2 つのタイプ，「インダス
トリー型」と「サラリー型」の観点から，日本の
内部労働市場はブルーカラーを含めて「サラリー
型」として理解できることを述べる。そしてⅣで
は内部労働市場において職業はキャリアとして形
成されることを述べ，Ⅴでは，アメリカの内部労
働市場の解体に対して日本における持続を指摘
し，その内部の変化や変質について述べる。

Ⅱ　雇 用 理 論

まず，雇用制度について基本的な認識を確認し
よう。仮に仕事内容が契約で確定されるなら，そ
れは契約雇用あるいは請負労働（contract labor）
となる。そして仕事内容を確定するためには，雇
用期間は必然的に限定される。将来の不確実性を
想定すると，限定された期間であることによって
仕事内容は確定できる。この種の「職務限定」や

「期間限定」の雇用は，任期制の研究職から IT
産業のハイレベルの契約社員や派遣社員に至るま
で急速に拡大している。さらに，将来の不確実性
を考慮する必要のない労働もまた，パートやアル
バイトに見られるように，職務限定あるいは確定
の雇用となる。日本の場合，期間無限定のパート
やアルバイトの存在が指摘されるのであるが，期
間限定が無意識に繰り返されていると解釈すれば

よい。いずれにせよ，「職務限定」や「ジョブ型」
雇用は広範囲に存在する。

一般化して言えば，企業にとって必要とする労
働がその都度外部から利用可能であるとき，市場
型の雇用が成立する。そうでなければ労働を内部
化する必要がある。その理由はしばしば指摘され
るように，技能の企業特殊性だけにあるわけでは
ない。一般職に見られるように，定型化された労
働もその都度外部から利用可能でない限り内部化
される。このような「限定正社員」だけでなく，
非正規労働に関しても，直近の事態に見られるよ
うに，利用可能性の制約に応じてパートや派遣労
働の内部化が図られる。労働力の確保がなければ
企業は始まらない。

この点を取引コストの問題として提示したの
が，Coase（1932）や Williamson（1975）であった。
つまり，必要とする労働力の確保のために1回ごと
の雇用契約を繰り返すことのコストが大きくなる
とき（この条件を精査するのがウィリアムソンの理
論となる），そのコストを節約するために雇用を
長期の契約とする。いや長期として契約期間を確
定すれば，その長期の内容を確定するためにさら
にコストがかかることになる。よって期間を不確
定とし（open-ended），仕事内容やその他の条件
は雇用の後，その都度確定することにする。これ
が不完備契約（incomplete contract）と呼ばれ，
この点を Simon（1951）は，ある一定範囲内の雇
用者の権限に従う契約とした。これによって雇用
した労働の柔軟な編成が可能となる。

ただし，これだけであるなら，不完備契約が成
立することはない。なぜなら仕事の配置から賃
金，昇進，解雇に至るまで，それらの決定が事後
的になされるとしても，それはあまりに不確定で
ある。雇用者の権限をある一定範囲内とするにし
ても，その範囲は不明であり，暗黙に合意した範
囲を超えて雇用者の権限が行使される可能性や，
恣意的決定や機会主義的決定の可能性は排除でき
ない（Marsden 1999）。そこで，事後的決定がど
のような基準でなされるのか，その決め方がルー
ル化される。つまり，仕事の配分のルール，昇進
のルール，賃金のルール，解雇のルールであり，
ルールによって雇用者の権限は制約される。従業
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員にとっては，将来の決定そのものは不確定であ
るとしても，どのように決まるかを知ることによ
り，将来の決定に備えることが可能となる。これ
によって不完備契約は受け入れられるものとな
り，これらのルールや慣行の束として雇用関係が
成立する。そして雇用のルールや慣行の違いとし
て，国ごとや産業ごとさらには企業ごとの雇用関
係の違いが生まれることになる（宮本 2004）。

以上がコースから始まる制度や組織の経済学か
らの雇用理論であり，不完備契約の側面だけを捉
えるなら，「職務無限定」が雇用関係の基本とな
る。しかしそうではなく，不完備契約に張り付け
られた雇用ルールこそが雇用関係の基本となる。
これに対して欧米，特にアメリカの雇用では，詳
細な職務記述書によって職務が確定されているこ
とがしばしば指摘される。しかしその内容は，当
該職務の内容（タスク）を網羅したものであり，
実際にどのタスクを行うのかは雇用者の決定とな
る 3）。後述するように，アメリカのブルーカラー
はタスクの限定を図ろうとした。これに対して日
本では，雇用契約には最初の配属場所，営業や経
理などの職種や職能部門だけしか記載されていな
い。これだけを見れば「職務無限定」という主張
も成り立つ。しかし，その後の職務の決定あるい
は変更は，企業と従業員あるいは従業員相互が共
通に理解したルールや既存のパターンに基づくわ
けであり，雇用者の権限によって一方的に決まる
わけではない。雇用契約という法律によって，あ
るいは雇用者の権限によって人を働かせることが
できるわけでなく，雇用関係という労使のルール
によって人は働き，そしてルールは変化する。

Ⅲ　インダストリーモデル vs. サラリー
モデル

必要とする労働力を企業内部で確保し，その配
分と価格付けのメカニズムを確立する。これが内
部労働市場（internal labor market）であるなら，
このような雇用制度をいち早く確立したのがアメ
リカであり，それに続いたのが日本であった。企
業の課題は必要とする労働，何よりも必要とする
技能を備えた労働をどのように確保するかであ

り，これをアメリカと日本は OJT による内部訓
練の制度化に求めたのに対して，ドイツは社会的
に組織化した職業訓練の制度に求め，イギリスは
職能組合が担う徒弟訓練の制度に求めた。後者は
職業別労働市場（occupational labor market）と呼
ばれ（ただしイギリスでは職能組合は衰退した），職
業（職種）の概念を最も強く制度化する。ただし
その基盤となる職業資格は，「機械電子工」とい
うように，特定領域に専門化されていると同時
に，その資格に関連する限り仕事の領域は広範囲
のものとなる。この点を Marsden（1999）は，関
連する技能をまとめて 1 つのジョブにするという
ように説明する。同じく Marsden（1999）は，関
連するタスクをまとめて 1 つのジョブにするのが
内部労働市場の方式であると説明する。すると
ジョブの範囲は企業ごとに異なり，ジョブの編成
も企業ごとに異なることになる。

よって問題は，ジョブの範囲が広いか狭いか，
ジョブの変更や編成が柔軟か硬直的かということ
になる。この点に関して Osterman（1988）は，
アメリカの内部労働市場は 2 つのタイプに分かれ
ることを指摘した。1 つは工場労働者や事務労働
者を対象とした「インダストリー」モデルであり，
ジョブの範囲は狭く，タスクの数は少数で，ジョ
ブの編成は硬直的となる内部労働市場であり，多
数の職種（job classification）ごとにジョブが等級
化され，ジョブの等級に賃金が張り付けられる。
すなわち職務給である。もう 1 つは，ホワイトカ
ラーを対象とした「サラリー」モデルであり，
ジョブの範囲は広く，タスクの数は多く，ジョブ
の編成を柔軟とする内部労働市場であり，ジョブ
の範囲は広くその編成は柔軟である以上，職務給
が成立することはなく，賃金は個人ごとのメリッ
ト（技能，学歴，業績）に基づくものとなる。い
うまでもなく，これは日本の内部労働市場であ
り，Osterman はそのことを指摘すると同時に，
アメリカのホワイトカラーも同じであることを指
摘する。

以上のことから分かるように，もし「職務限定」
の雇用制度を求めるとすると，それはアメリカの

「インダストリー」モデルに対応する。それは職
務内容（タスク）を限りなく限定することによっ
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て成立した。この点に関してはすでに多くの議論
がある（Jacoby 1985）。1 つは，1920 年代の科学
的管理であり，職務分析と職務評価に基づく賃金
決定によって（職務を限定つまり細分化することに
よって可能となる）賃金をめぐる労使の対立は解
決できると考えた 4）。もう 1 つは先任権の制度で
あり，職務ごとに賃金が設定される以上，どの職
務を獲得し，職務等級をどのように上昇するかを
めぐって労働者間で対立が生じることになる。そ
こで組合は，昇進は在職年数順にするという先任
権のルールを追求した。そして最後はレイオフの
自由であり，労働者にとっては自分のジョブを守
ることが死活的に重要となる。そこで先任権の逆
順と押し退け（bumping）のルールを組合は追求
した。要するにジョブの配分，昇進，レイオフを
先任権という組合ルールがコントロールする。こ
のような job-control unionism の方式を経営側が
受け入れることによって戦後のアメリカの「イン
ダストリー」モデルが成立した。経営にとっては
雇用の調整（外的柔軟性）が確保できればよく，
また先任権によって長期勤続の熟練労働者は確保
できる。たとえ職務の柔軟性は放棄したとしても

（内的硬直性），規格化された大量生産と寡占市場
のもとでは不確実性に対処する柔軟性よりも，欠
勤や離職のない生産の確実な達成が優先され 
た 5）。これが戦後のニューディールから 70 年代
までのアメリカの「インダストリー」モデルで
あった。

他方，「サラリー」モデルは日本と同様，内部
柔軟性に対する協力を確保するために雇用保障

（外部硬直性）を制度化した。もちろん日本と同
様，絶対的な保障があるわけではない。雇用調整
に当たっては残業規制や配置転換を行うというこ
とであり 6），さらに Osterman が「偽装レイオフ」
と呼ぶ，希望退職が活用された。

言うまでもなく，80 年代以降，「インダスト
リー」モデルの破綻が顕わとなる。規格化された
大量生産に代わり多品種生産が主流となるや，市
場は変動を大きくし，生産組織の柔軟性が要求さ
れる。この点において優位に立つのが日本型シス
テムであった。このような事情から，Osterman
は「インダストリー」モデルを「サラリー」モデ

ルに転換することの必要を指摘する。トヨタと
GM の合弁の NUMMI が象徴するように，日本
型システムの導入が意図された時期であり，ジョ
ブの範囲を拡大し，ジョブの柔軟な編成を可能と
する，そして能力給の導入を図ることが，リーン
生産方式や高業績生産システムとして提唱され
た。そのカギを握るのは，先任権に代わる雇用の
保障であり，しかしこの点においてブルーカラー
の「サラリー」モデルが定着することはなかった。
雇用保障を約束しても，雇用調整の事態において
実際に実行されなければ，従業員は裏切りと受け
止め，柔軟性に対する協力を撤回する。このジレ
ンマからアメリカの「インダストリー」モデルは
抜け出すことはなかったと言える 7）。

いや，「サラリー」モデルにおける雇用保障も
また否定された。80 年代以降アメリカの企業統
治は株主重視の方向に大きく転換し，株主利益の
追求による「サラリー」モデルの終焉を決定づけ
たのが，90 年代初頭の IBM やコダックの大量の
雇用リストラであった。後述するように，「サラ
リー」モデルから排出された大量のホワイトカ
ラーは，外部労働のプールを形成することになっ
たと考えられる。よって，必要とする労働力はそ
の都度外部から獲得できるという意味で，組織型
から市場型への雇用制度の転換が進むことにな
る。これが今日のアメリカの雇用システムである
なら，日本の雇用システムは，長期不況にもかか
わらず，あるいは株主重視の企業統治への変化に
もかかわらず，長期雇用の慣行をなおも維持して
いる（神林 2017）。この意味で，日本の内部労働
市場は「サラリー」型として維持されていると
言ってよい。ではその内部において，「職業」は
どのように意識されているのだろうか。

Ⅳ　キャリアとしての職業

日本の雇用制度や内部労働市場の特性を述べる
とき，常に付きまとうのは日本特殊性論であり，
欧米は「職務限定」で「ジョブ型」の雇用制度で
あるのに対して日本は「職務無限定」で「メン
バーシップ型」，といった議論が直ちに登場する
わけである。しかし，「職務無限定」の雇用制度
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があるわけでなく，たとえ契約そのものは不完備
であり無限定であるとしても，経営者の権限を制
約する，あるいはコントロールすることによって
雇用関係が成立する 8）。そして最も強く制約する
という意味で「職務限定」型の雇用制度を形成し
たのが，アメリカの「インダストリー」型の内部
労働市場であったとしても，その代償は職務の硬
直化であり，80 年代以降の衰退であった 9）。

さらに，アメリカとの対比でわかることは，職
務の柔軟性という意味で経営者の権限の範囲を広
くするのが日本の内部労働市場であるとしても，
アメリカの「サラリー型」の内部労働市場も同様
であり，この意味で日本の特徴は，ブルーカラー
もまた「サラリー型」の内部労働市場を形成する
点にある。周知のようにこのことが，小池（1981）
によって「ブルーカラーのホワイトカラー化」と
して述べられた。ただし，権限は正当なものとし
て受容される必要がある。正当であることの根拠
は，コーディネーションとインセンティブの有効
性（Milgrom and Roberts 1992），すなわち人の能
力と仕事の要求をどのように一致させるのか，そ
して仕事の意欲と能力形成をどのように促進させ
るのかにある。この点を綿密に組織化したのが日
本の内部労働市場であることにおそらく異論はな
い。

では，日本の内部労働市場において職務はどの
ように編成されるのか。「サラリー型」としての
ホワイトカラーに関しては，すでに詳細な国際比
較がある（小池・猪木 2002）。それは企業内部の
移動のパターンとして次のことを明らかにした。
すなわち，営業や経理などの職能において，その
内部の複数の職域（例えば管理会計や財務会計そし
て資金計画など）を移動する，さらに（その前に），
それぞれの職域の中の複数の職務（例えば原価管
理や予算管理など）を移動する，そして移動を通
じて経験の幅を広げ，職務能力を高めることを通
じて昇進する。この移動の範囲において日本が相
対的に広いとしても，他国もまた同様のパターン
であり，このような移動のパターンを小池・猪木

（2002）は「幅広い 1 職能型」と呼んだ 10）。これ
はまた日本の生産労働者にも当てはまる。多数の
持ち場を経験する「幅広い技能職」であり，これ

によって日本の内部労働市場は生産労働者を含め
て「サラリー型」となる。

さらに職能間の移動に関しても，日本は職能間
を幅広く移動するジェネラリスト型，欧米は特定
職能に限定するスペシャリスト型という通念も，
綿密な実証研究によって否定される。当然のこと
であるが，異なる職能間の移動があるとすれば，
そこに機能上の関連性があるからであり，よって
職能間の移動は各国とも平均すれば 2 ～ 3 回とな
る。これを小池・猪木（2002）は「主＋副」型の
移動と呼んだ 11）。これに対して米国の「ファー
ストトラック組」は，経営幹部の育成プログラム
に沿って文字通りジェネラリスト型として職能間
を移動する。

このように個々の職能は確定したとしても，そ
の内部で個々の職域を移動する，あるいは個々の
職域は確定したとしても，その内部で個々の職務
を移動する，そのうえで関連する職能の間を移動
する。要するにそれぞれのレベルでジョブは確定
されているのであり，そのうえでそれぞれのレベ
ルのジョブを移動する。移動の点だけを捉える
と，ある確定したジョブという意味での職業は確
定しない。反対に言えば，移動を通じたジョブの
連鎖として職業が確定される。多様な職能や職域
の経験とはキャリアのことであり，この意味で内
部労働市場における職業はキャリアとして形成さ
れる。それは「職務無限定」のジェネラリスト型
でも，「職務限定」のスペシャリスト型でもなく，

「柔軟な専門性」（flexible specialty）としてキャリ
アであり，これはまた，Piore and Sable （1984）
が述べる多品種生産システムの組織原理に対応す
る。

次に，インセンティブに関しては，周知のよう
に，日本の内部労働市場は職能資格制度を形成し
た。それはキャリアとしての職業，あるいはジョ
ブの連鎖としての職業に対応したインセンティブ
のシステムであり，ある一時点を切り出してジョ
ブを確定することはできない以上，職務給の制度
はとりえない。そこでジョブの等級ではなく，職
務遂行の能力を職能資格として等級化し，資格ご
との定期昇給と昇格昇給を制度化した。幅広い
キャリアとしてジョブの範囲を広くし，ジョブの
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柔軟性を高め，ジョブの移動を促進するために
は，職務遂行の能力を等級化した職能資格制度が
有効であった。

ただし，資格に応じた昇進が制度化される結
果，上位のポストの不足によって名目（部下なし）
の管理職ポストを生むことになる。さらに能力評
価の難点，すなわち能力評価の困難のため，経験
の評価という形で年功的な評価に傾きがちになる
ということもある 12）。この結果，定期昇給と昇
格昇給による労働コストが年々膨らむことにな
る。これらの難点を解消するために，成果主義が
導入されることになった。

成果主義についてはすでに多くの議論がある。
ここでの行論上，次の点だけを指摘しよう。成果
主義の導入とともに，職能等級は役割等級に置き
換えられ，そして役割等級は職務等級と同一視さ
れることにより，成果給は「役割・職務給」と表
現される場合が多い。この結果，日本の内部労働
市場はジョブ型に転換するといった見解も強まる
ことになる。しかし，役割等級として示されるの
は，アメリカのホワイトカラーのブロードバンド
化した職務等級であり，石田・樋口（2009）が指
摘するように，それは「脱職務主義」と呼ぶのが
相応しい。これに応じて役割等級に基づく賃金も
ブロードバンド化した範囲給となり，違いは転職
市場との接続から，基準値として市場賃金を明示
するのかどうかというだけとなる 13）。さらに役
割等級の昇進にコンピテンシー評価が加わると，
役割等級はブロードバンド化した職能等級とほと
んど違いはなくなる。

本稿の目的は，日本の雇用制度は職業の概念を
否定するという見解を吟味することにあった。職
業の概念がある確定したジョブを意味するのであ
れば，日本企業において職業の概念は不明とな
る。しかし，職務内容を契約によって確定するの
がジョブ型雇用であり，個々の職務ごとに一律の
賃金を確定するのが職務給であるならば，それは
日本企業だけでなく，一般にホワイトカラーには
成立しない。生産労働者に関しても，生産組織の
柔軟性が課題となる限り，ジョブ型雇用や職務給
は成立しない。高業績生産システムとして職務の
範囲を広げ，職務間の移動を促進する限り，そこ

に形成されるのは多様な仕事を経験したキャリア
であり，よって日本企業だけでなく，職業はキャ
リアとして形成される。言うまでもなく，これは
企業内部のキャリアである。しかしアメリカの

「サラリー型」の内部労働市場は，雇用の継続が
否定される結果，企業内部のキャリア（boundary 
career）ではなく，転職を通じた企業の境界を越
えたキャリア（boundaryless career）の観念が支
配的となる（Arthur and Rousseau 1996）。これが
市場型の雇用システムであるとすると，日本の雇
用制度は果たしてどのような方向に向かうのか。

Ⅴ　内部労働市場の未来

内部労働市場という組織型の雇用制度はアメリ
カにおいてもまた雇用の安定によって支えられて
いた。「サラリー」型は柔軟性に対する協力を確
保するために，「インダストリー」型は離職や欠
勤のない職務の確実な遂行のために，雇用の安定
を必要とした。80 年代には，硬直化した「イン
ダストリー」型の限界に直面し，「サラリー」型
への転換が「雇用の未来」（Osterman 1988）とし
て意図されたのであるが，カギとなる雇用の安定
が実現されることはなく，さらに 90 年代になる
や，「サラリー」型の雇用の安定自体が否定され，
市場型雇用への転換が「雇用の未来」として語ら
れるようになる。

背後にあるのは株主重視の企業統治であり，リ
ストラとダウンサイジングが株主利益にかなう経
営と称賛され，ストックオプションを通じて株主
利益と経営者利益の一体化が図られた。雇用の安
定を図ることはもはや経営の課題ではなく，リス
トラと転職を前提としたうえで人を確保するため
の経営の課題は，従業員に対して別の雇用先を確
保するだけの能力（エンプロイアビリティ）形成
の機会を提供することであり，これが「新しい雇
用関係」（New deal at work）であると述べられた

（Cappelli 1999）。こうして内部労働市場は否定さ
れ，エンプロイアビリティを備えた労働者の転職
と引き抜きからなる市場型の雇用制度が成立す
る。転職市場において流通するのはジョブタイト
ルであり，かくしてジョブ型雇用こそがアメリカ
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の雇用制度であるという見解が成立することにな
る。

90 年代以降，アメリカの雇用制度はこのよう
な方向に急速に転換したと言える。既存の内部労
働市場から放出された労働力は，熟練労働のプー
ルを形成する。その一部は既存の企業によって再
度契約雇用（independent contractor）として採用
される。あるいは新規のプロジェクトごとに集め
られ，プロジェクトの終了とともに一時的雇用は
終了する。問題は，果たしてこのような雇用が持
続可能かという点にある。最初に指摘したよう
に，企業にとって必要とする労働（移民労働も含
めて）がその都度利用可能であるとき，市場型の
雇用が成立する。しかし外部の労働力のプール，
とりわけ熟練労働のプールが枯渇することは目に
見えている。よって「新しい雇用関係」の提唱者
は，熟練労働のプールの形成のために，ドイツに
倣って社会的な訓練制度の必要性を述べざるを得
なくなる。なるほどアメリカの雇用制度の強みと
して，MBA に代表されるような「高度専門職」
の人材プールの形成がある。ただし一般の熟練労
働に関して，ドイツ型の職業訓練制度の形成が市
場万能のアメリカにおいて可能であるとは思えな
い。より本質的には，必要とする労働が企業の柔
軟性の要求に応えるだけの労働であるとき，ある
いは企業に固有の人的資産を形成するだけの労働
であるとき（Pfeffer 1998），市場型の雇用制度は
おそらく行き詰まる。では日本の内部労働市場は
どうか。

言うまでもなく，日本は「失われた 20 年」の
長期不況を経験し，かつ 2000 年前後から企業統
治は急速に株主重視の方向を強めている。にもか
かわらず，長期雇用は今もなお維持されている。
この点を神林（2017）は，34 ～ 39 歳の 5 年勤続
者の 10 年残存率として計測し，1980 年代半ばか
ら 2010 年代までの 25 年間，一貫して 70％台を
維持していることを発見した。これに対してアメ
リカでは，90 年代以降の好況にもかかわらず，
10 年残存率は 50％台から 40％台に低下する

（Kambayashi and Kato 2012）。この背後に上記の
「新しい雇用関係」を見るのは容易である。

このように長期雇用が維持されている限り，日

本の内部労働市場は健在と言ってよい。非正規雇
用問題に関しても，正規と非正規の区別をなくせ
ばよいといった理解に苦しむ主張とは裏腹に，内
部労働市場に組み込むことが課題となっている。
よって転職市場の活性化やジョブ型雇用への転換
が叫ばれるとしても，この種の改革が進まないこ
とも不思議ではない。もちろん，近年の電機産業
を中心とした大規模なリストラは IT 産業への移
動を促進し，一部は派遣や契約雇用となって流動
的雇用のプールを形成している。アメリカに比べ
ると規模は小さいとしても，プロジェクト型雇用
もまた拡がっている 14）。このように市場型雇用
が拡大するとともに，雇用制度の骨格としては，
内部労働市場という組織型雇用が維持されてい
る。

ただし，その内部は大きく変化した。成果主義
の導入と企業統治の改革であり，2000 年前後か
ら二つは並行して進展した。企業統治に関して
は，株主重視が述べられるとしても，内部の経営
者優位は維持されている。だがそれゆえに，経営
者にとっては収益達成が死活的に重要となる。そ
のためにはコスト削減と業績向上が不可欠とな
り，労働コストの削減は中間管理職の削減や非正
規雇用の拡大に求める一方，業績達成は成果主義
の強化に求めた。すなわち短期の業績評価を強
め，高業績者に対する高賃金と低業績者に対する
降格や降給の圧力を当然とした 15）。さらに短期
の業績達成は即戦力の中途採用や契約雇用の増加
となった。かくして長期雇用が意味した長期の能
力形成と能力評価は短期主義の方向に急速に変化
した。

成果主義の導入，中間管理職の削減，降格・降
給の圧力，これらが従業員に対して業績達成の圧
力を強めることは容易に予想できる。成果主義に
関しては，それが有効に機能するためには，めい
めいの仕事の領域を確定し，目標設定の裁量や仕
事手順の裁量を認めることの重要性が指摘され
た。しかし守島（2016）は，裁量が与えられるこ
とによって業績達成の責任の圧力もまた大きくな
り，長時間労働につながることをデータに基づい
て指摘する。最初の問題設定に即していえば，

「職務無限定」であるために仕事内容も労働時間
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も企業の必要に応じてその都度決められるという
ことではなく，裁量や自主性が与えられる結果，
長時間労働となるわけである。裁量労働制やホワ
イトカラーエグゼンプション自体に反対する理由
はないとしても，一部の論者が強弁するように，
これによって労働時間の短縮が可能になるといっ
た主張に確かな根拠があるわけでない 16）。

さ ら に， 従 業 員 の 意 識 に 関 す る 2009 年 の
JILPT 調査によると，100 人以上の企業からの
6805 人のサンプル従業員のうち，長期雇用の制
度に賛成と答える従業員は全体の 78.2％であるの
に対して，長期雇用が維持されると考える従業員
は 44.4％に過ぎない（宮本 2014）。リーマンショッ
クの直後の状況が反映されているとしても，長期
雇用の維持を期待する従業員は半数に満たない。
20.2％はコア従業員に限定して維持されると回答
し，18.6％は長期雇用の放棄を回答する（16.8%
は「わからない」）。これに対して企業を対象とした
2008 年の JILPT 調査によれば，リーマンショック
の直前であるが，長期雇用を維持すると回答する
企業は 923 社のうち 79.7％を占めている（宮本 
2014）。これはまた先の神林（2017）の指摘にも対
応する。要するに，長期雇用に関して企業と従業
員の間には大きな認識ギャップが存在する。

さらに，従業員のキャリアの意識に関しても，
長期雇用を期待する従業員が半数以下であること
に対応して，内部キャリアの形成を回答する従業
員は全体の 44.8％に過ぎない。残りは転職を通じ
たキャリア（28.2％），資格の取得を通じたキャリ
ア（12.7％）である。またキャリアの目的として
も，管理職を回答する従業員は全体の 32％に過
ぎないのに対して，専門職の回答は 35.3％に達し
ている。内部キャリアを志向する従業員に限定し
ても，管理職を志向する従業員は 40.1％であるの
に対して，30.3％は専門職を志向する。これらの
結果の詳しい吟味は省略するとしても，内部キャ
リアや管理職としてのキャリアを志向する従業員
は予想外に少ない。これを外部労働市場や市場型
雇用を志向する意識の高まりとみなすことは可能
であるとしても，その理由が，長期雇用の期待の
低下にあるとすると，ここでもまた問題は，企業
と従業員の間の認識ギャップにあると言える。

長期雇用や内部キャリアの形成を期待する従業
員は約半数という結果は，従業員の意識において
内部労働市場に対する信頼が急速に低下している
こと意味していると思われる。それは日本の内部
労働市場の機能の低下につながることは間違いな
い。よってもし企業の側が長期雇用の維持を放棄
するなら，アメリカの後を追って日本もまた，内
部労働市場の解体を見ることは十分に予想でき
る。しかしそこにアメリカ型の「新しい雇用関係」
が形成されるのかどうかは不明である。あるいは
社会的訓練制度を備えることにより，市場型雇用
の理想形のように語られるデンマーク型の「フレ
クシキュリティ」モデルを求めるとしても，それ
が可能かどうかはわからない。

このような不明な方向に踏み出すよりも，長期
雇用に関する企業と従業員の間の認識ギャップを
埋めるほうが賢明であるに違いない。そのために
は雇用に関する認識や方針を労使が討議し認識を
共有する場が必要とされる。これまでは労使協議
制を通じて経営環境や経営方針に関する情報が共
有され，そのことが協調的な労使関係の基盤と
なった（Kato and Morishima 2002）。ただしこの
下で，長期雇用を期待あるいは確信する従業員は
半数以下となっている。その原因として，この間
の雇用調整があることは容易に想定できる。それ
は組合との協調的関係の下で進行するわけであ
り，この意味で歯止めのない雇用調整と従業員が
受け止めることも不思議ではない。あるいは現場
の技能形成に関しても，その軽視や軽視せざるを
得ない人員不足の問題が指摘されているとして
も，従業員からの公式の討議や発言の機会は乏し
い。品質不正の問題に関してもおそらく同じこと
が指摘できる。日本型の柔軟な内部労働市場が維
持されるためには労使のコミュニケーションが死
活的に重大であり，しかしこの点に問題を抱えて
いることを認識する必要がある。むろん現場レベ
ルの労使のコミュニケーションが重要だとして
も，情報共有を超えた討議と発言の場が求められ
るのであり，そのためには経営レベルでの公式化
された労使のコミュニケーションが重要とな
る 17）。非公式の制度を有効にするためにも公式の
制度が求められる。それは小池（2015，2018）が
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強調するように，企業統治のレベルで従業員代表
の参加を制度化することだとすると，日本の雇用
制度の真に重大な改革はこの点にある 18）。

最後にもう 1 つ，内部キャリアを志向する従業
員においても約 3 割は専門職としてのキャリアを
期待することにどのように答えるのかが問われて
いる。その理由が管理職ポストの削減の結果であ
るとすると，このような理由で設けられた専門職
が言葉通りに機能しているわけではなく，キャリ
アとしての職業という観点からも，専門職として
のキャリアの確立が求められる。そのためには

「高度プロフェッショナル」というような一部の
職種に限る必要はない。専門職においてもまた，

「幅広い 1 職能型」や「主＋副型」のキャリアを
通じた「柔軟な専門性」が必要とされる。これに
関連して都留（2018）は，開発エンジニアのキャ
リアの日・中・韓の比較から，営業やマーケティ
ングの経験が日本において最も低いことを指摘す
る。この点に製品開発における日本企業の市場性
の弱さがあるとすると，技術職や研究開発職に関
しても，ジョブを確定した専門職ではなく，「柔
軟な専門性」としてのキャリアが必要とされてい
る。これに対して事務職は，「柔軟な専門性」を
意図的に専門職としてのキャリアに組み替えるこ
とが必要とされる。そのためには，外部の教育機
関の活用や，専門人材の意識的な登用も必要であ
ろう。これによって専門職の職能が目に見えるも
のとなる。この結果として，専門職能が外部とつ
ながるなら，市場型と呼ばなくても，組織は外部
に開かれたものとなる。

Ⅵ　結　　論

日本では職業の概念が確立されないという通念
は根強い。自分の職業や職種を意識するのは転職
においてであるとすると，転職市場が不活発，少
なくともそれを雇用制度の骨格としたアメリカと
比べると不活発であることは間違いない。その理
由は要するに，日本において長期雇用の制度が依
然維持されているからであり，しかしこれによっ
て，日本の雇用制度の最大の特徴である柔軟な内
部労働市場は維持されている。そしてその内部で

は，職務配置を柔軟とすることにより，幅広い
キャリアとしての職業が形成される。90 年代以
降のアメリカの雇用制度が示すように，雇用の継
続が否定され，内部労働市場が解体されるなら，
内部キャリアは否応なく転職を通じたキャリア，
企業の境界を越えたキャリアとなる。これが市場
型雇用として称賛されるとしても，そのように
キャリアが形成できるかどうかは不明であり，そ
れに成功する者たちがいることは確かだとして
も，それに失敗する者たちも少なからず，いや多
数にわたることは間違いない。

よって結論は，少なくとも現実の企業行動とし
て長期雇用が維持されている限り，市場型雇用を
ことさら持ち出す必要はないということに尽き
る。むしろ問題は，長期雇用に対する従業員の側
の信頼の低下，これに応じた内部キャリアの信頼
の低下であり，これが企業と従業員の間の認識
ギャップに起因するのであれば，認識の共有を図
ることが重要となる。「働き方改革」をめぐる問
題も，現場レベルだけではなく，経営レベルでの
従業員の発言が必要とされている。そのために企
業統治における従業員代表制の導入を図るのであ
れば，このことが日本の雇用制度の真の改革とな
る。

 1）代表的論者は濱口（2009）であるが，そのインパクトゆえ
に，「働き方改革」を提唱するその他の論者に広く流布して
いる。これについてはすでに宮本（2016）で述べた。

 2）もちろん日本にも公式の職務分類はある。ただし，ヨー
ロッパ型の産業レベルの団体交渉の制度では協約がカバーす
る範囲を確定するために職務分類が前面に表れるのに対し
て，日本ではそうではないということである。

 3）当然のことであるが，職務記述書の内容自体が交渉される
わけではない。また職務記述書によって，そこに明示されて
いない職責は免れるとしても，明示された職責を理由に当該
の個人は不適格という判断が下されることは当然にある。解
雇自由のアメリカでは，訴訟リスクを逃れるためにも職責を
網羅することが重要になると思われる。

 4）当時の科学的管理はヨーロッパでは合理化運動として普及
したが，日本で普及することはなかった。その理由として，
当時の日本は大量生産の段階に到達していなかったというこ
とに加えて，当時の現場の管理者はテーラーの科学的管理を
いち早く翻訳するとともに，その「構想と実行の分離」の主
張，「現場の人間は考えなくてよい」とする主張を「我々に
は合わない」として退けたという，奥田（1985）の指摘も重
要だと思われる。ただし，藤本（2004）が強調するように，
今日のトヨタシステムにとって標準作業の確立は絶対的な条
件であり，詳細な作業手順こそが職務記述に代わるものだと
言うことができる。藤本によれば，その手順を見直し，標準
作業の不断の改善を図る点にトヨタシステムの本質がある。
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この意味で「現場は考えなくてよい」という科学的管理の思
想は現在に至るまで否定されている。この点に「学習する組
織」の原型があると言うこともできる。

 5）この点を石田（2016）は「静態的課業設定」と呼び，事前
に決定された生産量の達成以外の目標には無関心であること
が，生産労働者の欧米的感性であると言う。他方，柔軟性や
生産性への協力を「動態的課業設定」とし，日本の生産労働
者だけの感性であるかのように述べるのであるが，欧米にお
いても 90 年代以降，柔軟性に基づく高業績生産システムが
普及する（Lorenz and Valeyre 2005）。それが米・英におい
て困難であるとすると，その原因は協力を拒否する生産労働
者の「感性」ではなく，協力を裏切る経営側にあると言える。

 6）この点はドイツも同様であり，協調的とみなされる雇用関
係は雇用の安定にかかっている。ドイツの雇用調整は藤内

（2011）に詳しい。
 7）組合側の要因としては，能力評価（査定）の否定がある。

査定は人を仕事に駆り立てる（ドライブシステム）だという
のが，20 世紀初頭以来のアメリカの組合の根本思想である
と言える。他方，産業レベルの集団的賃金決定の代表例とみ
なされるスウェーデンに関して，西村（2017）は，高業績生
産システムの導入とともに，強力な組合の下で（これによっ
て従業員は経営側の恣意性は阻止できると考える），賃金決
定の個別企業化と能力査定の導入が進んだことを詳細に論じ
ている。

 8）「メンバーシップ型」に関しては，市場型以外の雇用制度
はすべて「メンバーシップ型」と言ってよい。アメリカの組
合員資格，日本の職能資格，ドイツの職業資格，さらには各
種の専門職資格など，公式・非公式の資格に基づく雇用はす
べてメンバーシップに基づいている。日本の特徴は，正社員
というメンバーシップではなく，経営者と従業員を共通のメ
ンバーシップとする点にある。

 9）もちろんこのことは，「インダストリー」型あるいはテー
ラー型の生産組織の有効性を否定するわけではない。現に鴻
海では 100 万人の期間限定労働者（農民工）によってモジュ
ラー製品の大量生産を行っている。他方，藤本（2004）が指
摘するように，柔軟な生産組織の有効性はインテグラル型の
製品にある。ゆえに日本においても，モジュラー型アーキテ
クチャの領域では職務のモジュラー化，すなわち「職務限定」
が進むことが指摘できる。むしろその遅れに，高付加価値の
モジュラー製品の競争力の弱さがあるということもできる。

10）重要な違いとして，日本と比べて米・独では，社外からの
管理職登用が多いということがある。ただし米・独において
も，社外からの直接の登用よりも，途中入社後の内部昇進の
場合が多い。

11）私の非公式のインタビューでも，管理会計担当者は製品知
識や市場知識を深めることによって，営業や経営企画に移動
するというパターンが確認された。移動の範囲は企業規模す
なわち内部労働市場の大きさにも依存すると思われる。職能
や職域の範囲やその複雑性が大きい場合にはその内部に留ま
る傾向が強まることが想定できる。例えば商社では鉄鋼や食
料など特定部門を離れた移動はないと言われている。

12）職能資格制度の難点として，能力評価が実際の仕事と乖離
することが指摘される。しかし能力だけを取り出して評価さ
れるわけではない。小池（2005）の「仕事表」に見られるよ
うに，実際に遂行できる仕事の数と質を観察して，それを能
力の等級に移し替えるわけである。先に指摘した西村（2017）
の調査では，スウェーデンでも全く同じことが観察される。

13）もし賃金が基準値で決まるのであれば，それは職務給や市
場賃金となる。そうではなく，上下の幅の中で個人ごとのメ
リットに応じて決まるわけであり，能力給の何ものでもな
い。もちろん日本においても業界相場が基準となる。

14）市場型雇用やプロジェクト型雇用の拡大が改革の課題であ
るわけではない。それは現実に拡大している。職業やキャリ
アの観点から言えば，そこではプロジェクトの間を移動する
ことを通じて正規の職に就くためのトーナメントが繰り広げ
られている（Marsden 2010）。問題は，これが職業を獲得す
るだけの技能や能力の形成につながるのかという点にある。
でなければ労働資源の壮大な無駄となる。

15）ただし，長期雇用との両立のために，成果主義は実際には
抑制されることが指摘できる（宮本 2014）。長期雇用を弱め
て成果主義を強めるのか，あるいはその反対か，この点をめ
ぐって日本企業の分化が進むことが予想できる。

16）アメリカの大卒ホワイトカラーは初めからエグゼンプトの
ようである。例えば年収 3 万 3666 ドルがエグゼンプトの基
準になるという記事がある（『ビジネス・レーバー・トレン
ド』2018 年 1・2 月号 p. 69）。つまりアメリカでは「インダ
ストリー型」と「サラリー型」の峻別に基づき，ホワイトカ
ラーは「サラリー型」として時間管理の対象外となる。これ
に対して日本では，生産労働者や一般労働者を含めて「サラ
リー型」であるため，エグゼンプションの条件を特別に設定
する必要がある。ただし管理職という既存の基準に対して，

「高度プロフェッション」はいかにも不透明である。
17）Jacoby（2005）が指摘するように，日本企業では従業員

の発言が労務担当役員によって代弁されてきたということが
ある。ただし，この間の企業統治の変化によって取締役の人
数は大幅に減少され，島貫（2016）の調査によれば，上場企
業 884 社のうち人事担当役員がいる企業は 1990 年の 50％か
ら 2015 年には 30% に減少している。

18）ドイツの監査役会制度のようにフルタイプの従業員代表制
度を導入することは無理だとしても，「コーポレート・ガバ
ナンスコード」のもとで最低 2 人の社外取締役の導入が現実
となっていることに鑑みると，これを従業員代表制に適用す
ることは無理ではない。企業統治改革を言うのであれば，会
社は資本と労働によって構成されていることを認識すべきで
ある。
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